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公団施行による

神谷１丁目地区の事業例
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東京区部の木造住宅密集地域の拡がり
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北区神谷１丁目地区
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北区の隅田川沿川の工場用地変遷図

昭和46年時点 昭和61年時点 平成8年時点 平成17年時点

工場用地

神谷１丁目地区



5

整備前
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整備前
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整備前
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整備前
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整備前の

地区現況図

工場跡地
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３つの基本方針＋α

１．土地利用の整序

２．密集住宅地の環境改善

３．波及効果の計画的誘導
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①通常の公団開発に
よる場合

②本開発事業の場合
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神谷一丁目地区で

公団が行った事業の内容

と事業効果
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整備の実績図
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緊急車ループ道路と公園の整備

整備前 整備後
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消防活動困難区域の解消

整備前 整備後
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整備後
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整備前

整備後
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建替えの動向図

整備前 整備後
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受け皿住宅と生活再建
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代替地
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工場アパートの建設
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工場アパートの建設スキーム
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優良建築物等整備事業
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共同化更新事業(都心共同住宅供給事業)
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整備前・整備後
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整備後



30

隅田川沿いの親水堤防(緩傾斜型堤防)整備
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隅田川沿いの親水堤防(緩傾斜型堤防)整備
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隅田川沿いの連鎖的事業 （神谷～豊島）
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密集住宅市街地整備の

今後の展開
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●目的と整備目標

住環境の向上

・不良住宅の除却

・公園、道路、生活環境の整備

・コミュニティ住宅の建設

●整備地区

・比較的小規模なエリアを対象

●事業が持つ意味合い

・持続的参加型まちづくり手法
としての意味合いが強い

●目的と整備目標

防災性能の向上

・不燃領域率の改善

・消防活動困難区域の解消

・延焼遮断帯の形成

●整備地区

・比較的大規模なエリアを対象

●事業が持つ意味合い

・緊急的ハード整備手法として
としての意味合いが強い

密集住宅市街地の整備目標の変化

阪神・淡路大震災以前 阪神・淡路大震災以後
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・震災に備え、事前復興として、

避難や緊急車路などハード整備

が重要課題となっている。

・特に、重点密集市街地は、より

早期の基礎的安全性確保が課題。

・公共団体は、財政・人材・ノウ

ハウなども限られ、緊急整備に

対応しきれない。

・従来の密集住宅市街地の整備は、

長期にわたり事業を実施。

・道路整備は、自主的な建替えに

あわせたセットバックの誘導が

中心で、基本は「待ち」の姿勢。

・公共団体は、地元のまちづくり

協議会の運営支援が主たる業務

となってきている。

密集住宅市街地整備の特徴と課題

密集住宅市街地の整備は
「持続的参加型まちづくり」と「緊急的ハード整備」の

両面への対応が求められる。
これらの関係を整理して取り組むことが必要。
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当時の公団 現在の機構

事業主体から

都市機構の位置づけと役割の変化

・密集住宅市街地の整備計画の
策定主体にもなれた

公共団体支援へ

・公共団体からの委託等による
計画策定コーディネート業務

・公共施設整備受託、直接施行

・防災街区整備事業の施行等

・公共団体の要請に基づく従前
居住者用賃貸住宅の供給

・面開発などの関連事業として
密集市街地整備を実施

・公団独自のツール（民賃制度
など）を活用した居住継続支
援を実施
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広域・現況調査

整備計画

事業計画

●自主更新による
耐震化、不燃化
⇒建築基準法による
規制など

●地区環境の整備誘導
⇒地区計画など

●緊急性の高い事業
⇒避難路、受皿住宅など

「地」
を
つ
く
る

「図」
を
つ
く
る

熟
度
に
応
じ
た
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
業
務

●調査、計画策定

機構による
支援の
あり方

直
接･

受
託
施
行


